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募 集   

町町ホホーームムペペーージジにに掲掲載載すするる  
有有料料広広告告をを募募集集ししまますす  

町ホームページに掲載する有料広告を募集します。事業所、
企業、店舗の宣伝などに是非ご利用ください。 
【掲載位置及び規格】 

町トップページ バナー広告 
(1) 大きさ 天地６０ピクセル、左右１５０ピクセル 
(2) 容量 ４キロバイト以内 
(3) 形式 GIF またはJPEG形式（アニメーションGIF を除く。） 

【募集枠】１０枠（申込先着順） 
【掲載料金】１枠月額 町内８，０００円 町外１０，０００円 
※６か月分で申し込みいただいた場合、掲載料金は 1 回あたり

５００円を減じた額となります。また、１２か月を越えて継続して
掲載する場合についても、1 回あたりの掲載料金から５００円を
減じた額となります。更に２枠以上で６か月分を申し込まれた
場合は、１回あたり５００円を減じた額となります。 

【掲載期間】平成２２年４月１日から 
月の初日から末日までの１か月単位で、最大６か月連続して
申し込みできます。 

※広告の原稿・版下等の作成経費は申込者負担となります。 
申し込みについては必要書類がありますので、詳細について
はお問い合わせください。 

【問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２ 
 
お知らせ   

３３月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○ステップエアロビクス  ５日（金）、２６日（金） 
○かんたんエアロビクス １９日（金） 

 （各回１４：００から１時間程度です） 
※保険については、各自で加入をお願いします。すでに加入

されている方は必要ありません。 
【問い合わせ】B&G 海洋センター TEL６８－４１４３ 
 

３３月月のの心心配配ごごとと相相談談  
【期日】 ２日（火）［一般・行政・障害者相談］  

２３日（火）［一般・人権相談］ 
【場所等】地域福祉センター ９：００～１２：００ 
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 

 
募 集  

御御宿宿町町消消防防団団員員募募集集  
あなたも消防団に参加して、 

自分のまちをみんなと一緒に守りませんか    
 

現在２０３名の消防団員が、「自分の地域は自分で守る」という
崇高な郷土愛護の精神に基づき、消防団活動に取り組んで
います。消防団は、住民の生命・身体及び財産を火災や災害から
守るために重要な役割を担っており、阪神淡路大震災や新潟県
中越地震などのような大規模災害においても身近な消防団の
力が重要になってきています。 

消防団員は、町内に居住し、１８歳以上４７歳未満で健康な方
であれば、どなたでも入団できます。多くの方の入団をお待ち
しています。 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 
 
お知らせ   

平平成成２２２２年年春春季季全全国国火火災災予予防防運運動動  
「消えるまで ゆっくり火の元 にらめっこ」 

 
【実施期間】３月１日（月）～３月７日（日） 
 
住宅防火 いのちを守る ７つのポイント 

－３つの習慣・４つの対策－  
３つの習慣 
○寝たばこは、絶対にやめる。 
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 
○ガスこん炉などのそばを離れるときは、必ず火を消す。  

４つの対策 
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器等を設置する。 
○寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。 
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制

をつくる。  
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 

 
お知らせ   

平平成成２２３３年年歌歌会会始始のの  
おお題題及及びび詠詠進進要要領領ににつついいてて      

【お題】「葉」と定められました。 
【詠進歌の詠進要領】 
①詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で１人１首とし、

未発表のものに限ります。  
②書式は、半紙(習字用の半紙)を横長に用い、右半分にお題

と短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名(本名、
ふりがなつき)、生年月日及び職業(なるべく具体的に)を
縦書きで書いてください。  

③用紙は、半紙とし、毛筆で自書してください。ただし、海外から
詠進する場合は、用紙は随意とし、毛筆でなくても差し支え
ありません。  

④病気または身体障害のため毛筆にて自書することができない
場合は以下によることができます。  
ア 代筆(墨書)による。代筆の理由、代筆者の住所及び氏名

を別紙に書いて詠進歌に添えてください。  
イ 本人がワープロやパソコンなどを使用して印字する。この

場合、これらの機器を使用した理由を別紙に書いて詠進歌
に添えてください。  

ウ 視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支えありません。 
【注意事項】以下の場合には、詠進歌は失格となります。  
①お題を詠み込んでいない場合及び短歌の定型でないもの

また用紙が縦長の場合 
②１人で２首以上詠進した場合や毛筆でない場合 
③詠進歌が既に発表された短歌と同一または著しく類似した

短歌である場合 
④詠進歌を歌会始の行われる以前に、新聞、雑誌その他の

出版物、年賀状等により発表した場合  
⑤代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべて

の詠進歌 
⑥住所、氏名、生年月日、職業を書いてないもの、その他この

詠進要領によらない場合 
【詠進の期間】９月３０日（木）まで 

※郵送可（９月３０日消印有効） 
【郵便のあて先】〒１００－８１１１ 宮内庁 

（封筒に「詠進歌」と書き添えてください。詠進歌は，小さく
折って封入して差し支えありません。） 

【問い合わせ】直接、宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、
氏名を書き、返信用切手をはった封筒を添えて、９月２０日（月）
までに問い合わせください。 
（ホームページ）http://www.kunaicho.go.jp/ 


